
 
                           

                                                                      

 

  

 

 

 

 

 
 

 
年度 番号 協定名称 有効期限 期間満了後 

H30 

50 生の松原１丁目 H25.6.26～H30.6.25 自動更新 

51 コスモアベニュー三苫 H20.9.26～H30.9.25 自動更新 

18 西の丘 H20.12.3～H30.12.2 廃止 

1 西鉄ながら野団地 H20.12.25～H30.12.24 自動更新 

7 青葉５丁目 H21.2.8～H31.2.7 更新手続中 

52 美和台六丁目 H21.3.30～H31.3.29 自動更新 

H31 

53 照葉まちづくり（集合住宅中央公園北区） H21.9.1～H31.8.31 自動更新 

54 今宿 UYN H21.10.15～H31.10.14 自動更新 

10 飯倉 2 丁目 4 区地区 H21.11.9～H31.11.8 自動更新 

2 グリーンタウン老司 H22.3.2～H32.3.1 未定 

55 シエル箱崎 H22.3.8～H32.3.7 自動更新 

H32 

56 豊浜 1 丁目 H22.4.12～H32.4.11 自動更新 

33 笹丘 2 丁目 H22.9.16～H32.9.15 自動更新 

58 松山 2 丁目 H22.9.27～H32.9.26 未定 

19 
平尾 3 丁目・4 丁目・平丘町・      

平尾浄水町・山荘通 

H22.11.20～H32.11.19 自動更新 

62 ジョイナス雁ノ巣きらなみ H22.12.10～H32.12.9 自動更新 

8 西福岡マリナタウン H22.12.28～H32.12.27 未定 

39 泉東 H28.3.30～H33.3.29 自動更新 

平

成
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6 月 26 日 第 1 回役員会 

9 月 1 日 平成 30 年度総会・講演会 

9～10 月頃 
「建築協定ふくおか」   

第 20 号発行 

1～2 月頃 研修会 

3 月頃 
「建築協定ふくおか」   

第 21 号発行 

 6～7 月頃 第 1 回役員会 

8～9 月頃 平成 31 年度総会・講演会 

 

 

福岡市建築協定
地区連絡協議会 

第２部 『講演会』 

＜講師：九州産業大学地域共創学部長 

教授 千 相哲＞ 

＜演目：民泊新法と文化交流の促進＞ 

①民泊新法の背景と狙い 

②観光振興－宿泊施設の需給と民泊 

③民泊へのまなざし 

④民泊新法とわがまちの活性化 

 

 

活動計画 

事務局からのお知らせ 

○出前講座の利用について 

 H２８年度まで研修会にて実施していた建築協

定更新等の初心者講座については，昨年度同様，

福岡市が行う出前講座にて，地区毎によりきめ細

やかな内容での対応により実施していきます。 

【１－７】みんなでつくるまちなみのルール 

～良好な居住環境を目指して～ 

 内容  

 ●建物を建てる際の基本的なルール 

 （建築基準法における用途制限など） 

●住民自らがつくる建物等のルール 

（建築協定制度概要） 

●建築協定の結び方について 

●建築協定の運営について 

(※出前講座テーマ集及び HP に掲載しています) 

お知らせ ～協定の有効期限が迫っています！～

 建築協定は，社会背景や住民構成などの変化に合わせて定期的な見直しが必要なため，有効期限を設けること

が定められており，有効期限満了後も協定を続けていくには更新の手続きが必要です。 

自動更新とされている地区もございますが，協定内容の見直しを行う良い機会ですので是非，協定地区内のみ

なさまで話し合いをお願いいたします。 

※太字になっている地区は期間満了後，建築協定が廃止となってしまいます。ご注意ください。  

※更新方法等について不明な点がある地区は，開発・建築調整課までご相談ください。 

    平成３０年度総会・講演会を開催しました！
    

平成３０年９月１日（土）平成３０年度福岡市

建築協定地区連絡協議会総会・講演会を開催しま

した。 

建築協定８６地区（８月末時点）より総会・講

演会に 53 名の多くの方が参加されました。 

第１部 『総会』 

○ 役員選出 

○ 平成３０年度活動計画 

○ 事務局からのお知らせ 

 

 

新役員の紹介 

会長：足達 猛（小戸３丁目） 

副会長・会計：鴨川 武文（茶山２丁目２区） 

副会長：髙木 靜男（茶山６丁目） 

監事：行徳 弘治（松山２丁目） 

理事：平本 優八（茶山４丁目２・３区） 

理事：積水ハウス㈱担当 山本 憲一（照葉まちづくり） 

理事：橋本 圭司（多賀１丁目１・２組） 

理事：小池 輝 （笹丘３丁目・友泉亭） 

理事：安部 嘉孝（名島２丁目） 

 

 平成３０年度は，このメンバーで本協議会を盛

り上げて参りますのでよろしくお願いします。 

 現在，福岡市内の建築協定数は，８６地区とな

っており，昨年度は更新が１地区，失効が１地区

でした。 

今年度は８月末現在で，新規締結が２地区，失

効が１地区です。 

現在新規締結中の地区が６地区，更新中の地区

が４地区となっています。 

 

 

第 1 部 総会 

講演会の様子 
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建築協定ふくおか 
福岡市建築協定地区連絡協議会 

（事務局 福岡市住宅都市局建築指導部開発・建築調整課） 

福岡市中央区天神 1 丁目 8 番 1 号（福岡市役所 4 階） 

TEL ７１１－４５８１  FAX ７３３－５５８４ 

ホームページ http://machinaminorule.city.fukuoka.lg.jp/ 
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９月１日（土）に開催した講演会「民泊新法と文化交流の促進について」について 

事後アンケート調査を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
                                                                      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①民泊新法の背景と狙い 

・インバウンドの増加及び空き家の増加を背景として， 

国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応 

し，これらの来訪及び滞在を促進し，もって国民生活の 

安定向上及び国民経済の発展に寄与することを狙いとし 

ている。 

②観光振興－宿泊施設の需給と民泊 

(1)観光成長を支えている外国人旅行 ※次ページの資料参照 

 ・福岡空港の乗降客数の推移…国際線の伸びが大きい 

 ・福岡空港の外国人入国者数、日本人出国者数及び博多港、福岡空港の外国人入国者数の増加。 

 ・外国人旅行者７名分の消費が人口減少１名分の消費と等しい。 

(2)宿泊の状況 

 Ⅰ）宿泊者数（延べ人数）平成２５年～２９年は全国 6.9%の増，福岡県は 29.1%増である。 

 Ⅱ）宿泊施設 旅館業営業許可施設等数（平成２９年３月末時点）は， 

   福岡県では 1,221 施設の 50,951 客室数で，うち福岡市が 340 施設の 27,129 客室数である。 

   高まる需要と供給力不足→80％を超えると予約が取れにくくなると言われているが， 

   従業者数 10 人以上の宿泊施設の稼働率（平成 29 年度）は 84％である。 

③民泊へのまなざし 

・農村及び温泉観光地での民泊が年々行われてきており，民泊をめぐる立場も国民生活の安定向上  

及び，国民経済の発展に寄与している。 

  

  

 

 

 

 

④民泊新法とわがまちの活性化 

 ・ヒト，コト，モノに触れることができる。 

 ・生活観光として民泊に可能性がある。 

 ・宿泊者とホストとの間の交流の促進が図れる。 

 ・家主居住型民泊又は地域一体型受け入れができる。 

1．講演は理解できましたか                ２．公演は有意義でしたか 

よくわかった 29％ 

 まあまあわかった 57％ 

ふつう  

9％ 

わからなかった 5％ 

あまりわからなかった ０％ 

３．今後受講してみたいテーマ 

 

 ◎民泊について 

  ・全国的な状況，具体例等 

  ・建築協定で民泊を禁止するには 

  ・建築協定と民泊の関わり方 

 ◎建築協定関連 

  ・協定区域内に建築許可申請が出された場合の 

委員会の対応について 

  ・協定地区内における，増改築等の問題について 

  ・有効期間満了における更新について 

 

 

４．その他，感想等 

 

 ・民泊をネガティブな交流で考えていたが， 

  今日の話では文化交流という新しい視点からの話

で考えさせられた。 

 ・地域での受け入れや住民感情の体制をどう作るか

が問題になってくると思う。 

 ・農村地域での民泊は受け入れが難しいような気が

する。そのためのコミュニケーションができない

か。 

 ・市民生活観光，観光客のリピート増の考え方が今

までと違って新鮮で興味深かった。  

 

 

 

 

 

 

～講演会に関するアンケート結果について～ 

 

どちらかといえば有意義だった 45％ 

有意義だった 36％ 

どちらかといえば 

有意義ではなかった  

1４％ 

有意義ではなかった 5％ 

  第 2 部 講演会 

講演会では，「民泊新法と文化交流の促進について」 

という演目で九州産業大学地域共創学部長の 

千相哲先生よりご講演いただきました。 

観光客の誘致（量的拡大） 

遊林資源の活用 

ビジネスチャンス 

安全・安心な暮らし 

住民の生活環境 

 

観光の質の向上 

国際交流の促進 

講演会における Q＆A 

Q１：H29 年度のインバウンド数から上昇予測では 2030 年時は 6000 万人/年と考えられる

が、今後の国際情勢や為替の変化があるとどうなるか。 

A１：上昇傾向で行くのではと考えているが，当然、国際情勢や為替の変化があれば影響を受け

ることになる。 

Q2：おとなりの韓国における宿泊スタイルの状況について教えてください。 

A2：ゲストハウスやドミトリー，民泊など多様なスタイルがある。 

資料・・・訪日外国人旅行者数，消費額等について 

※福岡市 HP「福岡市の観光・MICE2018 年度版（福岡市観光統計）」による 

１，訪日外国人旅行者数及び訪日外国人旅行消費額 

 ・訪日外国人旅行者数（2017 年）：約 2,869 万人  

※福岡市における外国人入国者数：約 298.2 万人（国の約 10％） 

 ・訪日外国人旅行消費額（推計）：約 4 兆 4,000 億円 

※福岡市における訪日外国人旅行消費額（推計）：約 3,860 億円（国の約 9％） 

 2017 年福岡市外国人入国者数（出入国管理統計）と国籍別消費単価（訪日外国人消費動向調査）を用いて試算。 

注）福岡市観光消費額の算出方法とは異なるため，あくまでも参考値。 

２，福岡市の外国人入国者数の推移 

 ・入国者数 5 年間で 3.7 倍  81.7 万人（2012 年） → 298.3 万人（2017 年） 

 ・韓国からの入国者数が 50％以上（前年比 1.49 倍） 
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